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もりトピ税

２００
㎡
を
超
え
る
部
分
（
住
宅
床
面

積
の
₁₀
倍
ま
で
）

固
定
資
産
税
＝
３
分
の
１
に
減
額

都
市
計
画
税
＝
３
分
の
２
に
減
額

　
注
住
宅
を
取
り
壊
し
、
賦
課
期
日

　
（
毎
年
１
月
１
日
）
時
点
で
更

　
地
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
り
、

　
住
宅
以
外
（
駐
車
場
な
ど
）
に

　
利
用
す
る
と
、
特
例
に
よ
る
減

　
額
措
置
が
適
用
さ
れ
ず
税
額
が

　
上
昇
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
課
税
課
・
土
地
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

　
市
で
は
、
新
・
増
改
築
や
取
り

壊
し
の
あ
っ
た
家
屋
を
対
象
に
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
固
定
資
産
税
の

税
額
の
基
礎
と
な
る
評
価
額
を
算

定
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
市
職
員
が
伺
い
屋
内
の
調
査
を

行
う
際
は
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
ま
た
、
調
査
に
当
た
る
市
職
員

は
、
固
定
資
産
評
価
補
助
員
証
を

携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
提
示
を

求
め
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
・
家
屋
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

　
証
明
書
が
必
要
な
人
は
、
平
日

午
前
９
時
～
午
後
５
時
₃₀
分
に
総

合
窓
口
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

持
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運

　
転
免
許
証
や
健
康
保
険
証
、
住

　
基
カ
ー
ド
な
ど
）。
本
人
以
外

　
の
証
明
書
を
申
請
す
る
場
合
に

　
は
、
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で

　
き
る
も
の
お
よ
び
委
任
状
。
同

　
居
の
親
族
の
場
合
、
委
任
状
は

　
不
要

￥
１
通
３００
円

注
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
な
ど
の

　
少
額
の
収
入
が
あ
り
、
個
人
住

　
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
人

　
は
、
当
日
証
明
書
を
交
付
で
き

　
ま
せ
ん
。
来
庁
前
に
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
・
市
民
税
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
住
宅
の
敷
地
（
住
宅
が
建
っ
て

い
る
土
地
）
に
対
し
て
、
課
税
標

準
額
が
次
の
よ
う
に
減
額
さ
れ
ま

す
。

２００
㎡
ま
で
の
部
分

固
定
資
産
税
＝
６
分
の
１
に
減
額

都
市
計
画
税
＝
３
分
の
１
に
減
額

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

注
納
期
が
過
ぎ
た
税
額
や
納
付
後

　
は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

問
課
税
課
・
市
民
税
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
市
で
は
、
平
成
27
年
度
個
人
市

民
税
・
府
民
税
（
以
下
﹁
個
人
住

民
税
﹂）
の
普
通
徴
収
分
、
公
的

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
分
の
納
税

通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

　
普
通
徴
収
と
は
、
納
税
義
務
者

が
金
融
機
関
な
ど
に
出
向
き
、
個

人
住
民
税
を
納
め
る
方
法
で
す
。

　
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
と

は
、
年
金
保
険
者
（
日
本
年
金
機

構
な
ど
）
が
個
人
住
民
税
を
、
年

金
か
ら
直
接
徴
収
し
て
市
へ
納
め

る
方
法
で
す
。

　
不
明
な
点
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
課
税
課
・
市
民
税
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
６
月
１
日
（
月
）
か
ら
平
成
27

年
度
（
平
成
26
年
中
所
得
）
の
課

税
（
非
課
税
・
無
収
入
）
証
明
書

の
交
付
を
行
い
ま
す
。

対
平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
6５
歳 

　
（
昭
和
2５
年
４
月
２
日
以
前
生

　
ま
れ
）
以
上
の
年
金
受
給
者
の

　
う
ち
、
個
人
住
民
税
の
納
税
義

　
務
が
あ
る
人

注
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
年
額
が

　
１８
万
円
未
満
で
あ
る
人
、
介
護

　
保
険
料
が
年
金
か
ら
直
接
徴
収

　
さ
れ
て
い
な
い
人
、
年
金
所
得

　
か
ら
計
算
し
た
税
額
が
老
齢
基

　
礎
年
金
な
ど
の
年
額
を
超
え
る

　
人
は
、
対
象
外
で
す
。

　
な
お
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
は
納
税
方
法
を
変
更
す
る
も

の
で
あ
り
、
新
た
な
税
負
担
が
生

じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

徴
収
す
る
税
額　
年
金
所
得
か
ら

計
算
し
た
税
額
の
み
で
す
。
給
与

所
得
や
事
業
所
得
な
ど
の
金
額
か

ら
計
算
し
た
税
額
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
、

ま
た
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
）
で

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

対
象
税
額
と
徴
収
方
法

①
前
年
度
に
引
き
続
き
公
的
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
を
継
続
す
る
人

は
、
上
半
期
の
年
金
支
給
月
（
４

月
・
６
月
・
８
月
）
に
、
平
成
27

年
２
月
の
税
額
と
同
じ
額
を
仮
徴

収
分
と
し
て
特
別
徴
収
し
ま
す
。

　

下
半
期
の
年
金
支
給
月
（
１₀

月
・
１2
月
・
２
月
）
は
、
年
金
所

得
か
ら
計
算
し
た
税
額
か
ら
上
半

期
の
税
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を

分
割
し
て
特
別
徴
収
し
ま
す
。

②
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を

新
た
に
開
始
す
る
人
お
よ
び
前
年

度
に
特
別
徴
収
が
中
止
と
な
っ
た

人
は
、
１₀
月
か
ら
特
別
徴
収
を
開

始
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
年
金
所

得
か
ら
計
算
し
た
税
額
の
半
分
を

普
通
徴
収
に
よ
り
一
・
二
期
（
６

月
・
８
月
）
で
納
付
し
て
い
た
だ

き
、
下
半
期
の
年
金
支
給
月
（
１₀

月
・
１2
月
・
２
月
）
に
残
額
を
分

割
し
て
特
別
徴
収
し
ま
す
。

個
人
住
民
税
の
減
免
制
度

　
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
、

災
害
に
遭
っ
た
人
、
失
業
中
の
人

な
ど
は
、
一
定
基
準
に
よ
り
個
人

住
民
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

家
屋
調
査
を
実
施

税
の
お
知
ら
せ

個
人
市
民
税
・
府
民
税

の
納
税
通
知
書
を
発
送

個
人
住
民
税
の
課
税

（
非
課
税
・
無
収
入
）
証
明
書
の
交
付

ご
存
じ
で
す
か

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
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もりトピ 税

　
市
は
、
平
成
27
年
４
月
に
設
置

さ
れ
た
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機

構
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
事

前
に
納
税
に
関
し
て
理
解
し
て
も

ら
う
た
め
、
先
月
号
に
引
き
続
き

今
月
号
で
は
納
付
案
内
と
納
付
相

談
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

④
納
付
案
内

　
～
納
期
限
内
に
自
主
納
付
を
～

　
税
目
ご
と
の
納
付
期
限
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
１
月
か
ら
の
延
滞
金

の
年
利
率
は
、
納
期
限
後
の
１
か

月
以
内
は
２
．
８
％
、
そ
れ
以
降

は
９
．
１
％
で
す
。

　
必
ず
納
期
限
内
の
納
付
を
心
が

け
て
く
だ
さ
い
。

▽
個
人
市
府
民
税
の
普
通
徴
収
分

　
＝
６
月
・
８
月
・
１₀
月
末
日
、

　
１2
月
2５
日

▽
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
＝

　
５
月
・
７
月
・
９
月
・
１１
月
末

　
日

▽
軽
自
動
車
税
＝
５
月
末
日

注
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
、
翌

　
営
業
日
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
税
目
に
つ
い
て
は
、

口
座
振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。
納

期
限
ご
と
に
自
動
振
替
さ
れ
る
の

で
、
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
、
納
付
に
出
向
く
必
要
も
あ
り

ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。

　
口
座
振
替
の
申
込
書
は
、
当
初

の
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い
ま

す
の
で
、必
要
事
項
を
記
入
し﹁
預

貯
金
通
帳
﹂﹁
届
出
印
﹂﹁
振
替
を

希
望
す
る
市
税
の
納
税
通
知
書
﹂

を
持
っ
て
、
市
内
の
取
り
扱
い
金

融
機
関
ま
た
は
納
税
課
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
税
課
で
申
し
込
む
場

合
は
、
次
の
銀
行
の
﹁
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
（
法
人
預
金
口
座
、
貯

蓄
預
金
、
代
理
人
カ
ー
ド
、
生
体

認
証
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
を
除
く
）﹂

を
持
参
し
、
簡
単
な
申
込
書
に
記

入
す
る
だ
け
で﹁
預
金
通
帳
﹂﹁
届

出
印
﹂
が
な
く
て
も
申
し
込
み
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。

　
滞
納
処
分
に
な
ら
な
い
た
め
に

も
、
納
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

り
そ
な
銀
行
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ

銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
み
ず
ほ

銀
行
、
三
井
住
友
銀
行
、
近
畿
大

阪
銀
行
、
関
西
ア
ー
バ
ン
銀
行
、

大
阪
信
用
金
庫
、
北
お
お
さ
か
信

用
金
庫

⑤
納
付
で
き
な
い
と
き
は
必
ず
相
談
を

　
病
気
で
出
費
が
か
さ
ん
だ
り
、

失
業
な
ど
で
収
入
が
途
絶
え
生
活

に
困
っ
て
い
る
な
ど
納
付
に
困
っ

た
時
は
、
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
納
税

課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
日
に
忙
し
く
て
連
絡
で
き
な

い
場
合
で
も
、
月
に
よ
っ
て
は
休

日
・
夜
間
納
付
相
談
を
実
施
し
て

い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
広
報
も

り
ぐ
ち
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
次
の
要
件
に
該
当
し
、

税
を
納
付
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
認
め
ら
れ
る
金
額
を

限
度
と
し
て
証
拠
書
類
を
添
え
て

本
人
が
申
請
す
る
こ
と
で
、
１
年

以
内
の
期
間
に
限
り﹁
徴
収
猶
予
﹂

を
許
可
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
﹁
徴
収
猶
予
﹂
が
許
可
さ
れ
る

と
、
猶
予
期
間
中
の
延
滞
金
の
全

部
ま
た
は
一
部
が
免
除
に
な
り
ま

す
。

注
約
束
し
た
金
額
を
納
付
し
な
か

　
っ
た
場
合
は
﹁
徴
収
猶
予
﹂
を

　
取
り
消
し
ま
す
。

①
納
税
者
ま
た
は
特
別
徴
収
義
務

者
（
以
下
﹁
納
税
者
な
ど
﹂）
が

そ
の
財
産
に
つ
き
、
震
災
、
風
水

害
、
火
災
そ
の
ほ
か
の
災
害
を
受

け
た
、
ま
た
は
盗
難
に
あ
っ
た
と

き②
納
税
者
な
ど
、
ま
た
は
こ
れ
ら

の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
が

病
気
に
か
か
っ
た
、
ま
た
は
負
傷

し
た
と
き

③
納
税
者
な
ど
が
そ
の
事
業
を
廃

止
、
ま
た
は
休
止
し
た
と
き

④
納
税
者
な
ど
が
そ
の
事
業
に
つ

き
、
著
し
い
損
失
を
受
け
た
と
き

⑤
①
～
④
に
該
当
す
る
事
実
に
類

す
る
事
実
が
あ
っ
た
と
き

　
６
月
ご
ろ
か
ら
大
阪
府
域
地
方

税
徴
収
機
構
へ
事
案
の
引
き
継
ぎ

が
始
ま
り
ま
す
の
で
、
市
税
の
滞

納
繰
越
額
の
縮
減
に
向
け
、
ご
理

解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

用
語
の
解
説

○
延
滞
金

　
市
税
な
ど
が
本
来
の
納
期
限
ま

で
に
完
納
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、

そ
の
遅
延
し
た
税
額
お
よ
び
期
間

に
応
じ
て
課
さ
れ
る
も
の

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

～
１
８
５
４

大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
に
参
加
し
ま
す
②

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・
失業などで市税を納付できない人は、利
用してください。

夜間　6月25日（木）19：30まで
休日　6月28日（日）10：00～15：00
場納税課（市役所1号別館2階）
℡06－6992－1852～1854

注来庁時は、夜間休日出入口（正面玄関
　側）を利用してください。
　車で来庁した人を対象に、相談時間帯
　のみ臨時駐車場を夜間休日出入口（正
　面玄関側）の前に設置していますが、
　駐車台数に限りがありますので、ご協
　力をお願いします。

市税の夜間・
休日納付相談


